
 議案第８３号 

   墨田区介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年２月５日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区介護保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区介護保険条例（平成１２年墨田区条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１０条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」 

に改め、同項第１号中「３万８，８８０円」を「３万８，３４０円」に改め、同項第

２号中「４万８，６００円」を「４万７，９２５円」に改め、同項第３号中「５万８，

３２０円」を「５万７，５１０円」に改め、同項第４号中「６万８，０４０円」を

「６万７，０９５円」に改め、同項第５号中「７万７，７６０円」を「７万６，６８

０円」に改め、同項第６号中「８万７，４８０円」を「８万６，２６５円」に改め、

同号ア中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を、「得た額」の

次に「とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０」を加え、「この項におい

て」を削り、同項第７号中「９万７，２００円」を「９万５，８５０円」に改め、同

項第８号中「１１万６，６４０円」を「１１万５，０２０円」に改め、同項第９号中

「１２万８，３０４円」を「１２万６，５２２円」に改め、同項第１０号中「１４万

３，８５６円」を「１４万１，８５８円」に改め、同項第１１号中「１７万８，８４

８円」を「１７万６，３６４円」に改め、同項第１２号中「１９万８，２８８円」を

「１９万５，５３４円」に改め、同項第１３号中「２１万７，７２８円」を「２１万

４，７０４円」に改め、同項第１４号中「２４万１，０５６円」を「２３万７，７０

８円」に改め、同項第１５号中「２６万４，３８４円」を「２６万７１２円」に改め、

同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「２

万３，３２８円」を「２万３，００４円」に改め、同条第３項中「令和２年度」を



「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「２万３，３２８円」を「２万３，

００４円」に、「２万９，１６０円」を「２万８，７５５円」に改め、同条第４項中

「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「２万３，３２８

円」を「２万３，００４円」に、「５万４，４３２円」を「５万３，６７６円」に改

める。 

 第１８条第１項ただし書中「が１０円未満で」を「に１００円未満の端数が」に、

「は、この限りでない」を「、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てる」に改める。 

 付則に次の１条を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１１条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年 

法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定 

する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定 

についての第１０条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号 

ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アに係る部分に限る。）の

規定の適用については、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２

項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算

した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合には、

０とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合 

において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場 

 合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとす 

る。 

   付 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１０条の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、 

令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第１８条第 1 項の規定は、令和３年４月１日以後に納期

限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険

料に係る延滞金については、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 第８期介護保険事業計画の策定に伴い、第１号被保険者に係る令和３年度から令和

５年度までの保険料率を改定するほか、所要の改正をする必要がある。 


